
 

 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
四
号 

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新

及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
三
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信 

有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



  
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

 
 

有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
、
雇
止
め
等
に
関
す
る
基
準 

 

 
 

有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準 

 

（
有
期
労
働
契
約
の
変
更
等
に
際
し
て
更
新
上
限
を
定
め
る
場
合
等
の
理
由

の
説
明
） 

 

第
一
条 

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
以
下
「
有
期
労
働
契

約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
後
、
当
該
有
期
労
働
契
約
の
変
更
又
は
更
新
に
際

し
て
、
通
算
契
約
期
間
（
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号

）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
を
い
う
。
）
又
は
有
期
労

働
契
約
の
更
新
回
数
に
つ
い
て
、
上
限
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
引
き
下
げ
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
理
由
を
労
働
者
に
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
雇
止
め
の
予
告
） 

 

（
雇
止
め
の
予
告
） 

第
二
条 

使
用
者
は
、
有
期
労
働
契
約
（
当
該
契
約
を
三
回
以
上
更
新
し
、
又

は
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
継
続
勤
務
し
て
い
る
者
に
係

る
も
の
に
限
り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
契
約
を
更
新
し
な
い
旨
明
示
さ
れ
て
い

る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
更
新
し
な
い
こ
と
と

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
当
該
契
約
の
期
間
の
満
了
す
る
日

の
三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
一
条 

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
契
約
を
三
回
以

上
更
新
し
、
又
は
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
継
続
勤
務
し

て
い
る
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
契
約
を
更
新
し
な
い
旨

明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
更
新

し
な
い
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
当
該
契
約
の
期
間

の
満
了
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

 

（
雇
止
め
の
理
由
の
明
示
） 
（
雇
止
め
の
理
由
の
明
示
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
は
、
労

働
者
が
更
新
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
条 
（
略
） 

２ 

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

使
用
者
は
、
労
働
者
が
更
新
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  

 

（
契
約
期
間
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

（
契
約
期
間
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

第
四
条 

使
用
者
は
、
有
期
労
働
契
約
（
当
該
契
約
を
一
回
以
上
更
新
し
、
か

つ
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
継
続
勤
務
し
て
い
る
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
契

約
の
実
態
及
び
当
該
労
働
者
の
希
望
に
応
じ
て
、
契
約
期
間
を
で
き
る
限
り

長
く
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条 

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
契
約
を
一
回
以

上
更
新
し
、
か
つ
、
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
継
続
勤
務

し
て
い
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
契
約
の
実
態
及
び
当
該
労
働
者
の
希
望
に
応
じ
て
、
契
約
期
間

を
で
き
る
限
り
長
く
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
無
期
転
換
後
の
労
働
条
件
に
関
す
る
説
明
） 

 

第
五
条 

使
用
者
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
に
対
し
て
労
働
基
準
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事

項
を
明
示
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
項
（
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
定
め
を
す
る
に
当
た
っ
て
労
働
契
約
法
第
三

条
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
就
業
の
実
態
に
応
じ
て
均
衡
を
考
慮

し
た
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
者
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

 


